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１ 審査請求の件名 

  仮清算金徴収処分取消請求事件（令和２年審査請求第１号） 

２ 処分庁 

  豊田浄水特定土地区画整理組合 

３ 事案の概要 

（１）本件は、豊田都市計画事業豊田浄水特定土地区画整理事業の施行者である

豊田浄水特定土地区画整理組合（以下「処分庁」という。）が、審査請求人

に対し、仮清算金徴収処分を行ったことについて、処分庁に対し、その取消

しを求める事案である。 

（２）処分庁は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」とい

う。）第９８条第４項（現行法においては同条第５項）の規定に基づき、令

和元年７月１０日付けで、審査請求人が所有する各土地（以下「本件従前地」

という。）について、仮換地として、○○〇平方メートルの過渡分を含む土

地を指定する旨の仮換地指定処分を行った。 

   その後、処分庁は、法第１０２条第１項の規定に基づき、令和元年７月１

９日付けで、審査請求人に対し、本件従前地について、徴収すべき仮清算金

が△△△円であるとする仮清算金決定処分（以下「原処分」という。）を行

った。 

   さらに、処分庁は、令和元年１１月２６日付けで、審査請求人に対し、原

処分に基づく仮清算金徴収処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

（３）審査請求人は、本件処分を不服として、令和２年１月２０日付けで、豊田

市長に対し、本件処分の取消しを求める審査請求（以下「本件審査請求」と

いう。）をした。 

（４）その後、処分庁は、令和２年１１月１１日付けで、本件処分を取り消した。 

４ 裁決の主文 

  本件審査請求を却下する。 

５ 裁決の理由 

（１）行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）は、国民の「権利利益の救済」

を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とすると規定して

いる（第１条第１項）。 

   この規定は、行政不服審査法に基づく審査請求が、審査請求人にとって自

己の権利利益の救済に役立つ限りで認められることを明らかにするととも

に、審査請求の利益、すなわち処分の取消し又は変更によって回復すべき法

律上の利益を有する者のみが審査請求をすることができ、当該利益が存在し

なければ、当該審査請求は不適法になることを定めるものである。 

（２）本件審査請求についてこれをみると、本件処分は、令和２年１１月１１日

付けで、既に処分庁により取り消されているから、本件審査請求は、その目

的を達しており、審査請求人が本件処分の取消しによって回復すべき法律上

の利益は失われたといわざるを得ない。 

（３）よって、本件審査請求は、審査請求の利益を欠き、本件処分に係る違法性

又は不当性の有無について判断するまでもなく不適法であるから、これを却

下すべきである。 
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６ 審理等の経過 

（１）令和元年 ７月１０日  仮換地指定処分 

（２）     ７月１９日  原処分（仮清算金決定処分） 

（３）    １１月２６日  本件処分（仮清算金徴収処分） 

（４）令和２年 １月２０日  本件審査請求 

（５）     １月２８日  審理員の指名 

（６）    １２月１１日  審理員による審理の終結 

（７）    １２月１７日  審理員意見書の提出（却下するのが相当） 

   ※本件審査請求は不適法であり、却下する場合（第６号）に該当するた

め、行政不服審査法第４３条第１項による豊田市行政不服審査会への

諮問を行わなかった。 

以上  


